




《病院：３区分（入院データ）》
①一般病院 ②精神病院 ③臨床研修指定病院・大学附属病院・特定機能病院

《医科診療所：１２区分（入院外データ）》
① 内科（下記②、③の区分に該当するものを除き、呼吸器科、消化器科(胃腸科を含む。）、
循環器科、アレルギー科、リウマチ科を含む。）

② 内科（下記③の区分に該当するものを除き、在宅療養支援診療所に係る届出を行ってい
るもの。）

③ 内科（主として人工透析を行うもの（内科以外で、主として人工透析を行うものを含む。））
④ 精神・神経科（神経内科、心療内科を含む。）
⑤ 小児科
⑥ 外科（呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、小児外科、こう門科、麻酔科、形成外科、

美容外科を含む。）
⑦ 整形外科（理学療法科、リハビリテーション科、放射線科を含む。）
⑧ 皮膚科
⑨ 泌尿器科（性病科を含む。）
⑩ 産婦人科（産科、婦人科を含む。）
⑪ 眼科
⑫ 耳鼻いんこう科（気管食道科を含む。）

《歯科診療所及び薬局》
それぞれ１区分

(５)類型区分とは



診療報酬請求等に関する情報提供があった場合、個別指導を実施したが改善が見ら
れない場合、集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績におい
ても、なお高点数保険医療機関等に該当（※）する場合等に、保険医療機関等を一定
の場所に集める等して個別面談方式により行う指導である。

また、個別指導の実施件数については、医科、歯科及び薬局ごとの類型区分ごとに
全保険医療機関等の４％程度を実施することとしている。

※ 高点数保険医療機関等に該当する保険医療機関等とは、翌年度の実績において、集団的個別指導を
受けたグループ内の保険医療機関等の数の上位より概ね半数以上である保険医療機関等を指す。
※ 令和３年度は、高点数保険医療機関等に該当する場合による個別指導は実施しない。

２ 個別指導とは


